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第Ⅰ編 共通一般 
第１章 砂防計画・設計の基本事項 

第１節 砂防基本計画 

１.１ 総説 
砂防基本計画は，流域等における土砂の生産およびその流出による土砂災害を防止・軽減するため，

計画区域内において，有害な土砂を合理的かつ効果的に処理するよう策定するものとする． 
砂防基本計画には，発生する災害の現象，対策の目的に応じ，水系砂防計画，土石流・流木対策計画，

火山砂防計画および天然ダム等異常土砂災害対策計画がある．                    (国河計 p47 一部改)

解 説 

有害な土砂とは，土砂災害を起こすような生産土砂および流出土砂をいう． 
砂防基本計画は，発生する災害の現象，対策の目的に応じ，水系を対象として土砂生産域である山地の

山腹や斜面，渓流から河川，海岸までの有害な土砂移動を制御し土砂災害を防止・軽減するための水系

砂防計画，土石流・流木による災害を防止・軽減するための土石流・流木対策計画，火山砂防地域にお

いて降雨および火山活動等に起因して発生する災害を防止・軽減するための火山砂防計画，天然ダムの

決壊等による異常な土砂移動にともない発生する災害を防止・軽減するための天然ダム等異常土砂災害

対策計画に区分される．                            (国河計p47一部改) 
 

１.２ 砂防基本計画 
 土石流・流木対策計画および水系砂防計画を対象とする． 
解 説 

対象とする砂防基本計画は，土石流及びこれに伴う流木による直接的被害から人家等の保全対象を保

全することを目的とした「土石流・流木対策基本計画」と，水系全体（源頭部から河口に至る河川全体）

にわたって河川の正常な機能を保全し，安全な環境の確保を図るよう，総合的に土砂の生産と流出の調

整を行うことを目的とした「水系砂防計画」とする． 
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第２節 用語等の関係 

本マニュアルでは，水系砂防計画と土石流・流木対策計画に対して，それぞれ用語等を使い分けて策

定する． 

解 説 

 土石流・流木対策計画では，砂防基本計画策定指針(土石流・流木対策編)解説(平成 19 年 3 月国土交

通省国土技術政策総合研究所)に，水系砂防計画は，国土交通省河川砂防技術基準同解説計画編(平成 17
年 11 月 国土交通省河川局)に基づく用語を使用する． 

表１－２－１ 本マニュアルで用いる主な用語 

土石流・流木対策計画 水系砂防計画

計画生産土砂量 － － 計画生産土砂量

計画流出土砂量 計画流出土砂量 計画流出土砂量 計画流出土砂量

計画許容流出土砂量 計画流下許容土砂量 計画流下許容土砂量 計画許容流出土砂量

－ 計画流下許容流木量 計画流下許容流木量 計画流下許容流木量

計画生産抑制土砂量
計画土石流発生(流出)
抑制量

計画土石流発生(流出)抑制量。略称「土石流抑制量」も
用いる。

計画生産抑制土砂量

－ 計画流木発生抑制量 計画流木発生抑制量。略称「流木抑制量」も用いる。 計画流木発生抑制量

計画流出抑制土砂量 計画堆積土砂量 計画堆積土砂量。略称「土石流堆積量」も用いる。 計画流出抑制土砂量

－ 計画堆積流木量 計画堆積流木量。略称「流木堆積量」も用いる。 －

計画流出調節土砂量 － 計画流出調節土砂量

－ 計画捕捉土砂量 計画捕捉土砂量。略称「土石流捕捉量」も用いる。 －

－ 計画捕捉流木量 計画捕捉流木量。略称「流木捕捉量」も用いる。 計画捕捉流木量

基準点等に流出する流木量 計画流出流木量 計画流出流木量 計画流出流木量

山腹保全工、流木発生抑制施設
土石流・流木発生抑制山腹
工

土石流・流木発生抑制山腹工 山腹保全工

砂防えん堤、床固工、帯工、護岸工、渓
流保全工、流木発生抑制施設

渓床堆積土砂移動防止工
総称を渓床堆積土砂移動防止工、構成要素として砂防
えん堤、床固工、帯工、護岸工、渓流保全工を用いる。

砂防えん堤、床固工、
帯工、護岸工、渓流保
全工

砂防えん堤、流木捕捉施設 土石流・流木捕捉工
総称を土石流・流木捕捉工とし、構成要素として砂防え
ん堤を用いる。

砂防えん堤

導流工 土石流導流工 土石流導流工 －

遊砂地工

沈砂地工

土石流堆積流路 土石流堆積流路

砂防樹林帯 土石流緩衝樹林帯 土石流緩衝樹林帯 砂防樹林帯

導流堤 土石流流向制御工
総称を土石流流向制御工とし、構成要素として導流堤を
用いる。

－

渓流保全工 渓流保全工 渓流保全工 渓流保全工 渓流保全工

遊砂地工

本手引き
国土交通省河川砂防技術基準　計画編 砂防基本計画策定指針(土石流・流木対策編)

土石流・流木発生制御
工

遊砂地工
(広義の意味で用いる)

土石流分散堆積地
土石流堆積工
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第３節 砂防設備等の効果 

３.１ 砂防設備等の評価 
砂防設備を計画するにあたっては，計画砂防設備，既設施設（他官庁の施設を含む）の効果量を適切

に評価しなければならない． 
解 説 
１ 他官庁施設を含め，既設施設の効果については，想定される外力に対する施設の安全性が充分な場

合に施設効果量を評価できる． 
(1) 土石流区間 

土石流・流木対策設計技術指針解説にもとづいて設計されている砂防設備は３．２で示した施設効

果を評価できる．それ以外のものは土石流流下時に被災する恐れがあるため，その施設が満砂してい

る場合においてのみ施設効果量（計画発生(流出)抑制量(土石流・流木対策計画) ，計画生産抑制土砂

量(水系砂防計画)）を評価する． 
(2) 掃流区間 
掃流区間の施設については，すべて３．２に示した施設効果を評価する(水系砂防計画)． 

２ 土石流区間と掃流区間については，第Ⅳ編第４章第４節４．１を参照されたい． 
 

３.２ 砂防設備等の効果 
 砂防設備等は，工種等に応じて適切に評価する． 
解 説 
１ 土石流・流木対策計画 
 

施設名称 計画 

捕捉量注1) 

計画 

堆積量注2) 

計画発生(流

出)抑制量注3) 
参照場所 

不透過型 ○注 4)    △注 5) ○ Ⅱ編４章 1 節 1.1 
透過型 ○注 4) × ○ 〃 土石流捕捉工 
部分透過型 ○注 4)    △注 5) ○ 〃 

土石流導流工 × ×    △注 6) Ⅱ編４章 2 節 2.1.6 
土石流堆積工 × ○    △注 6)  
土石流・流木発生抑制工 × × ○  

注 1) 計画捕捉量は，計画捕捉土砂量と計画捕捉流木量からなる 
注 2) 計画堆積量は，計画堆積土砂量と計画堆積流木量からなる 
注 3) 計画発生(流出)抑制量は，計画土石流発生(流出)抑制量と計画流木発生抑制量からなる 
注 4) 緊急除石を前提とする場合に評価できる 
注 5) 定期的な除石を前提とする場合に評価できる 
注 6) 該当区間で移動可能土砂量を計上している場合に評価できる 
除石の扱いについては，管理編を参照されたい 

○：評価する 
△：評価する場合がある 
×：評価しない 

○：評価する 
△：評価する場合がある 
×：評価しない 
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２ 水系砂防計画 
 

施設名称 計画流出抑制土

砂量（貯砂量）

計画流出調節

土砂量 
計画生産抑制

土砂量 参照場所 

不透過型 △ 注 1） ○ ○ Ⅳ編 5 章 2 節 2.1 
透過型 
(土石流区間) × ○ ○ Ⅱ編４章 1 節 1.1 

透過型 
(掃流区間) × ○ △注2） Ⅳ編 5 章 2 節 2.3 

砂防 
堰堤 

部分透過型 
(土石流区間) × ○ ○ Ⅱ編４章 1 節 1.1 

床 固 工 △ 注 1） △注 3） ○ Ⅳ編 7 章 1 節 
護 岸 工 × × ○ 〃 
水 制 工 × × ○ 〃 
渓流保全工 × × ○ 〃 
遊砂地工(広義) ○ × ○ 〃 

注 1)  除石を前提とする場合に評価できる 
注 2)  平常時の堆砂線以下の土砂に限り評価できる 
注 3)  貯砂機能がある場合に評価する
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第２章 設計一般 
第１節 標準的な示方書等 

 本県の砂防設備の設計等で用いる示方書等は，次のとおりである． 

    

名  称 監修または編集 

砂防関係法令例規集 建設省河川局砂防部 

改定 解説・河川管理施設等構造令 （財）国土開発技術研究センター 

改訂新版 建設省河川砂防技術基準（案）同解説 

調査編，計画編，設計編Ⅰ，設計編Ⅱ 
建設省河川局 

国土交通省河川砂防技術基準 同解説 計画編 国土交通省河川局 
砂防基本計画策定指針(土石流・流木対策編)解説 国土交通省国土技術政策総合研究所

土石流・流木対策設計技術指針解説 国土交通省国土技術政策総合研究所

透過型砂防堰堤技術指針（案） 建設省河川局砂防部 

砂防における自然環境調査マニュアル（案） 建設省河川局砂防部 

砂防関係事業災害対策の手引き 建設省河川局砂防部 

砂防設計公式集 （社）全国治水砂防協会 

鋼製砂防構造物設計便覧 （財）砂防・地すべり技術センター

既設砂防ダム（本堤）を利用した鋼製流木捕捉工 

設計の手引き 
建設省土木研究所 

コンクリート標準示方書 基準編，設計編，施工編 土木学会 

水理公式集 土木学会 

道路橋示方書・同解説 下部構造編 （社）日本道路協会 

道路土工指針 （社）日本道路協会 

林道規程 ―解説とその運用― 森林科学研究所 

共通仕様書 土木工事編Ⅰ・Ⅱ、土木工事委託編 宮城県土木部 

 

第２節 安定計算等に用いる数値 

砂防設備の安定計算に用いる数値は，解説に示す値を標準とするが，砂防設備の重要度が高い場合

は実測により求めるものとする． 
解 説 
１ 堤体材料の単位体積重量 

(1) コンクリート（Wc）：2.30tf/ｍ３{22.56kN/ｍ３} （建河Ⅱp8）(2) 鋼材：7.85tf/ｍ３{77kN/ｍ３} （鋼

砂便 p34） 

(3) 中詰材料：鋼製ダムに使用する中詰材料は表２－２－１の値を基本としてよい．  （鋼砂便 p35） 
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表２－２－１ 中詰材料 

種 別 
単位体積重量 
（kN／ｍ３） 

せん断抵抗角 
（度） 備 考 

砕石 

砂（しまったもの） 

普通土（固いもの） 

17 
18 
18 

35 
30 
30 

「砂防設計公式集：（社）全国治水

砂防協会，昭和 59 年 10 月より抜

粋 

（鋼砂便 p35） 

２ 流水の単位体積重量(W0)                                                      (建河Ⅱp８) 
堤高（ H ）≧15ｍのとき 1.0tf/ｍ３{9.81kN/ｍ３} 
堤高（ H ）＜15ｍのとき 1.2tf/ｍ３{11.77kN/ｍ３} 
ただし，水中堆砂単位体積重量を求める場合の水の単位体積重量は，堤高にかかわらず 1.0tf/ｍ３

{9.81kN/ｍ３}とする． 
３ 堆砂の単位体積重量 

(1) 堆砂見掛単位体積重量(Ws)：1.5～1.8tf/ｍ３{14.70～17.64 kN/ｍ３}（建河Ⅱp8） 

(2) 堆砂空隙率( v )：0.3～0.45（建河Ⅱp8） 

( ) sassa WWWv /−=  

Wsa：堆砂絶対単位体積重量（砂の比重：一般値 2.6） 

 (3) 水中単位体積重量(Wsi) 

( ) 01 WWW ssi ν−−=  

４ 土圧係数(Ce) 

土圧係数(Ce)は，次式で求める． 

ただし，0.3≦Ce≦0.6 の範囲で用いる．（砂設公 p99） 

φ
φ

sin1
sin1

+
−

=eC  

ここに，φ：堆砂の水中における内部摩擦角（°）  (表２－２－２参照) 
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表２－２－２ 土砂の水中における内部摩擦角 

 

（砂設公 p99） 

 

５ 揚圧力係数(μ)（建河Ⅱp８） 

揚圧力係数：1/3～1.0（岩盤の場合 1/3，土砂の場合 1.0） 

６ 設計震度(K) (砂設公 p102) 

  設計震度は表２－２－３の値を標準とする． 

 

表２－２－３ 設計震度 

堰堤種類 通常の岩盤 

堤高が 20m を越え，かつ風 
化または破砕の著しい岩盤，

もしくは新第三紀以降の未固

結岩盤 
コンクリート 

重力式砂防堰堤 
0.12 0.15 

 

７ 土石流の単位体積重量(γd) 

第Ⅱ編第２章第４節４．１．３を参照のこと． 

８ コンクリートの許容応力度(tf/m2）｛kN/m2｝（安全率を含む値） 

重力ダム圧縮：400｛3923｝  引張：10｛98｝   せん断：50｛490｝ 
アーチダム圧縮：550｛5394｝  引張：20｛196｝  せん断：70｛686｝ 

９ 鉄筋の許容応力度 

ＳＤ235 の場合 σsa＝1,400 kg/cm2｛137 N/mm2｝、 
ＳＤ295 の場合 σsa＝1,800 kg/cm2｛177 N/mm2｝ 
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１０ 鋼材の許容応力度 

構造用鋼材および鋼管，鋼矢板の許容応力度は，表２－２－４に示す値とする． 

１１ 地盤支持力 

推定により地盤の支持力を求める場合は表２－２－５を参考としてよい． 

１２ 地盤のせん断強度・内部摩擦係数 

推定により地盤のせん断強度や摩擦係数を求める場合は，表２－２－６を参考としてよい． 

 

表２－２－４ 構造用鋼材および鋼管，鋼矢板の許容応力度（単位：Ｎ／mm２） 

鋼種 
応力度の種類 

SS400,STK400 
SM400,STKR400 

SM490,STK490 
STKR490 

SY295 SY390

軸方向引張応力度 
（純断面積につき） 

140 185 180 235 

軸方向圧縮応力度 

（総断面積につき） 
14018：≦

r
l

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − 180.82140

9218

r
l

r
l

－

：≦＜

 

( )2/6700
120000092

rlr
l

＋
：＞

18516：≦
r
l

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ − 161.2185

7916

r
l

r
l

－

：≦＜

 

( )2/5000
120000079

rlr
l

＋
：＞  

  

曲げ引張応力度 
（純断面積につき） 

140 185 180 235 
曲げ圧縮応力度 
（総断面積につき） 

140 185 180 235 

軸方向および曲げモー

メントを受ける部材の

照査 

（１） 軸方向力が引張の場合 

ｔａｔｂｔ ≦＋ σσσ  かつ ｂａｃｂｔ ≦＋－ σσσ  

（２） 軸方向力が圧縮の場合 

1.0≦＋
ｂａ

ｂｃ

ａｃ

ｃ

σ
σ

σ
σ

 

  

せん断応力度 
（総断面積につき） 

80 105 100 125 

上表における記号は次のとおりである． 

l：部材の有効座屈長（cm） 

r：部材総断面の断面二次半径（cm） 

ｃｔ σσ   , ：断面に作用する軸方向引張力による引張応力度および軸方向圧縮力による圧縮応力度（Ｎ

/mm２） 

ｂｃｂｔ σσ   , ：断面に作用する曲げモーメントによる最大引張応力度および最大圧縮応力度 

（Ｎ/mm２）   

ｃａｔａ σσ   , ：許容引張応力度および弱軸に関する許容軸方向圧縮応力度（Ｎ/mm２） 

ｂａσ ：許容曲げ圧縮応力度（Ｎ/mm２） 

（鋼砂便 p36） 
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表２－２－５ 地盤の許容支持力 

岩    盤 砂 礫 盤 

区    分 

許容支持力 
（tf/ｍ２） 

{kN/ｍ２} 
区    分 

許容支持力 
（tf/ｍ２） 

{kN/ｍ２} 

硬   岩 

 

中 硬 岩 

 

軟岩 （Ⅱ） 

 

軟岩 （Ⅰ） 

（600） 
{5884} 
（400） 
{3923} 
（200） 
{1961} 
（120） 
{1177} 

岩塊玉石 
 

礫   層 
 

砂 質 層 
 

粘 土 層 

（60） 
{588} 
（40） 
{392} 
（25） 
{245} 
（10）  
{98} 

    (注)この値は標準的なものであり，構造物の重要度・地盤の風化や亀裂の程度・固結の程度等により加

減して用いて良い． 

（砂設公 p118） 

 

表２－２－６ 地盤のせん断強度・内部摩擦係数 

岩    盤 砂 礫 盤 

区    分 

せん断強度 
（tf/ｍ２） 

{kN/ｍ２} 

内部摩擦

係数 区    分
せん断強度 
（tf/ｍ２） 

{kN/ｍ２} 

内部摩擦

係数 

コンクリート

※重力式堰堤 

硬     岩

 

中  硬  岩

 

軟岩 （Ⅱ）

 

軟岩 （Ⅰ）

50 
{490} 

（300） 
{2942} 
（200） 
{1961} 
（100） 

   {981} 
（60） 
{588} 

0.8 
 

1.2 
 

1.0 
 

0.8 
 

0.7 

岩塊玉石

 
礫   層

 
砂 質 層

 
粘 土 層

（30） 
{294} 
（10）  
 {98} 

- 
- 
- 
- 

0.7 
 

0.6 
 

0.55 
 

0.45 

(注)この値は標準的なものであり，構造物の重要度，地盤の風化，亀裂の程度および走行，固結の程

度等により加減して用いて良い． 

（砂設公 p118） 

※安定計算で用いるせん断強度は、コンクリートと基礎地盤の許容せん断応の内の小さい方である。 
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第３章 計画高水流量 
第１節 計画高水流量の算定 

計画高水流量は合理式によって算定することを原則とする． 

建河計 p18 

解  説 

砂防設備を設ける渓流は，一般的に流域面積が小さく（概ね 100km2未満、または流域の最遠点か

らの洪水到達時間が２時間程度まで），かつ流域に貯留現象がなく，または貯留現象を考慮する必要

がない場合が多いので，計画高水流量は合理式によって算定する．流域が大きい等の場合には，貯留

関数法，特性曲線法，および単位図法等により求める． 
合理式によるピーク流量は次式で与えられる．なお，土石流ピーク流量については，第Ⅱ編第 4 節

に示す流出土砂量に基づいた方法により算出する． 

ArfQ ・・・
6.3

1
=  

Q：計画高水流量（ｍ３／ｓ） 
f：流出係数 
r：洪水到達時間内の平均雨量強度（㎜／ｈ） 
A：流域面積（㎞２） 

 

第２節 流出係数 

流出係数は流域の地被，植生，形状，開発状況などを勘案して決定する． 

建河計 p19 

解  説 

流出係数ｆは次の値を標準とする． 
表３－１－１  流出係数 

流  域  の  状  況 ｆ の 値 

急峻な山地 
三紀層山地 
起伏のある土地及び樹林 
平坦な耕地 
かんがい中の水田 
山地河川 
平地小河川 
流域の半ば以上が平地である大河川 

0.75 ～ 0.90 
0.70 ～ 0.80 
0.50 ～ 0.75 
0.45 ～ 0.60 
0.70 ～ 0.80 
0.75 ～ 0.85 
0.45 ～ 0.75 
0.50 ～ 0.75 
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但し，流出係数の巾のあるものについては，下流地域の重要度に応じてその値を定めるものとし，

開発計画がある場合はそれを見込むものとする． 
また，流域内が複数状況を呈する場合は，その加重平均によるものとする． 

A
fiAi

f ∑=
・ ･･･････(1) 

f ：対象流域内の平均流出係数 

Ai：各項目ごとの流域面積（㎞２） 

fi ：各項目ごとの流出係数 

A ：対象流域の流域面積（㎞２） 
 注－１）各項目ごとの流域面積は，縮尺１／2,500～１／5,000 程度の地形図より算出することが望ま

しいが、水系砂防のように広流域となる場合は、1/25,000～1/50,000 を使用しても構わない

ものとする． 
 注－２）f の値は 0.05 ごとに切り上げる．（例：0.73→0.75，0.78→0.8） 
 

第３節 平均雨量強度 

合理式法において用いる洪水到達時間内の平均雨量強度は，原則として確率別継続時間降雨強度曲線

により求めるものとする． 
建河計 p19 

解  説 

(1) 洪水到達時間の算定 
洪水到達時間Ｔは，原則として雨水が流域から河道に至る流入時間Ｔ2 と，河道内の洪水伝播時間

（流下時間）Ｔ1の和とする． 
Ｔ＝Ｔ1＋Ｔ2 
流入時間は，将来の土地利用計画，類似区域の状況等を参考にして定めるものとするが，次の値を

標準と定めてもよい． 
流域面積 １km2 未満    20min  
流域面積 １km2 以上    30min  

河道の流下時間Ｔ1を求めるには，Rziha の式と Kraven の式があるが，平均勾配（Ｈ/Ｌ）が 1/20
より急な場合は Rziha の式，1/20 より緩い場合は Kraven の式を採用する．流路計画の場合は，下流

端での平均勾配で決定する． 
1. Rziha（ルチーハ）の式 

Ｗ1＝20(H/L)0.6m/sec＝72(H/L)0.6㎞/hr ･･･････ (2) 
（Ｈ，Ｌは縮尺１／2,500～１／5,000 程度の地形図より算出することが望ましいが、水系砂防

のように広流域となる場合は、1/25,000～1/50,000 を使用しても構わないものとする．） 
Ｗ１：洪水到達時間 
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2. Kraven（クラーヘン）の式 
Ｉ 1/100 以上 1/100～1/200 1/200 以下 

3.5m/sec 3.0m/sec 2.1m/sec 
Ｗ1 

12.6 ㎞/hr 10.8 ㎞/hr 7.56 ㎞/hr 

 
Ｔ1＝Ｌ／Ｗ1 で求める．･･･････ (3) 
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２ 洪水到達時間内の平均雨量強度 
洪水到達時間内の平均雨量強度は，表３－１－２，表３－１－３（1）～（4）により算定する． 

 
表３－１－２ 砂防設計降雨強度適用区域一覧 

区  域 対象市町村 
①三陸海岸 気仙沼市（旧 気仙沼市・唐桑町・本吉町）・ 

南三陸町（旧 歌津町・志津川町） 
②牡鹿半島 石巻市（旧 雄勝町・牡鹿町）・女川町 
③北上川・ 
 旧北上川沿川 

石巻市（旧 石巻市・河北町・河南町・桃生町・北上町） 
・登米市（旧 登米町・東和町・中田町・豊里町・津山町） 

④迫川上流 栗原市（旧 栗駒町・一迫町・鶯沢町・金成町・花山村） 
⑤迫川下流 栗原市（旧 若柳町・築館町・高清水町・志波姫町・瀬峰町）・

登米市（旧 石越町・迫町・南方町・米山町） 
⑥江合川上流 大崎市（旧 鳴子町） 
⑦鳴瀬川中流 加美町（旧 中新田町・宮埼町）・ 

大崎市（旧 古川市・岩出山町・三本木町） 
⑧鳴瀬川上流 色麻町・加美町（旧 小野田町） 
⑨鳴瀬川・江合川下流 美里町（旧 小牛田町・南郷町）・ 

大崎市（旧 松山町・鹿島台町・田尻町）・ 
東松島市（旧 鳴瀬町・矢本町）・涌谷町 

⑩吉田川 大和町・大衡村・富谷町・大郷町・松島町 
⑪七北田川・砂押川等 仙台市(東区.青葉区の東北自動車道以東宮城野区)・ 

塩釜市・多賀城市・七ケ浜町 
⑫広瀬川 仙台市(青葉区東北自動車道以西) 
⑬名取川 仙台市(太白区・若林区)・名取市・川崎町 
⑭阿武隈川 角田市・亘理町・丸森町・山元町 
⑮白石川中下流 白石市・岩沼市・大河原町・蔵王町・柴田町・村田町 

⑯白石川上流 七ヶ宿町 
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表３－１－３（1） 砂防設計降雨強度一覧 
降雨継続時間（min） ブロック名 確立 降雨強度式 

30 60 120 1440 
78 55 37 7 

1/10 7.73t^3/4
1611r

+
=  

39 55 73 160 

101 70 46 8 
1/30 10.74/3^

2006
+

=
t

r  
50 70 93 200 

115 80 53 10 
1/50 31.74/3^

2309
+

=
t

r  
57 80 106 230 

143 95 61 10 

① 

三陸海岸 

1/100 
58.44/3^

2483
+

=
t

r  71 95 122 250 

82 60 41 8 
1/10 

71.104/3^
1936
+

=
t

r 41 60 82 190 

110 80 55 10 
1/30 

22.104/3^
2542
+

=
t

r 55 80 109 250 

126 90 61 11 
1/50 

76.84/3^
2729
+

=
t

r  63 90 121 270 

141 100 67 13 

② 

牡鹿半島 

1/100 
76.84/3^

3032
+

=
t

r  70 100 135 300 

73 50 33 6 
1/10 

45.64/3^
1400
+

=
t

r  36 50 66 140 

98 65 41 7 
1/30 

38.44/3^
1686
+

=
t

r  49 65 89 170 

115 75 47 8 
1/50 

50.34/3^
1879
+

=
t

r  58 75 95 190 

133 85 53 9 

③北上川・ 

旧北上川 

沿川 

1/100 
79.24/3^

2070
+

=
t

r  66 85 106 210 

78 55 37 7 
1/10 

73.74/3^
1611
+

=
t

r  
39 55 73 160 

104 75 51 10 
1/30 

52.94/3^
2331
+

=
t

r  52 75 102 230 

116 85 58 11 
1/50 

81.104/3^
2751
+

=
t

r
58 85 117 270 

137 100 69 13 

④ 
迫川上流 

1/100 
08.114/3^

3264
+

=
t

r 68 100 138 320 
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表３－１－３（2） 砂防設計降雨強度一覧 
降雨継続時間（min） ブロック名 確立 降雨強度式 

30 60 120 1440 
76 50 32 5 

1/10 24.4t^3/4
1290r

+
=  

38 50 64 130 

98 65 41 7 
1/30 38.44/3^

1686
+

=
t

r  
49 65 83 170 

112 75 48 8 
1/50 96.44/3^

1989
+

=
t

r  
56 75 97 200 

134 90 58 10 

⑤ 
迫川下流 

1/100 
97.44/3^

2388
+

=
t

r  67 90 116 240 

76 55 37 7 
1/10 

79.94/3^
1724

+
=

t
r  38 55 75 170 

109 75 49 9 
1/30 

47.64/3^
2102
+

=
t

r  54 75 98 210 

115 80 53 10 
1/50 

31.74/3^
2309
+

=
t

r  57 80 106 230 

140 95 62 11 

⑥ 
江合川上流 

1/100 
75.54/3^

2594
+

=
t

r  70 95 124 260 

81 55 36 6 
1/10 65.5t^3/4

1496r
+

=  
41 55 71 150 

103 70 45 8 
1/30 51.54/3^

1895
+

=
t

r  
52 70 91 190 

117 80 52 9 
1/50 91.54/3^

2197
+

=
t

r  
59 80 104 220 

140 95 62 11 

⑦ 
鳴瀬川中流 

1/100 
75.54/3^

2594
+

=
t

r  70 95 124 260 

82 60 41 8 
1/10 

71.104/3^
1936
+

=
t

r
41 60 82 190 

109 80 55 11 
1/30 

67.114/3^
2658
+

=
t

r  54 80 111 260 

121 90 63 13 
1/50 

67.124/3^
3081
+

=
t

r
60 90 126 300 

139 105 74 15 

⑧ 
鳴瀬川上流 

1/100 
81.134/3^

3714
+

=
t

r 70 105 148 360 
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表３－１－３（3） 砂防設計降雨強度一覧 
降雨継続時間（min） ブロック名 確立 降雨強度式 

30 60 120 1440 
70 50 34 6 

1/10 
76.84/3^

1516
+

=
t

r  35 50 67 150 

107 70 44 8 
1/30 

91.34/3^
1783
+

=
t

r  53 70 89 180 

112 75 48 8 
1/50 

96.44/3^
1989
+

=
t

r  56 75 97 200 

129 85 54 9 

⑨ 
鳴瀬川・江合

川下流 

1/100 
10.44/3^

2181
+

=
t

r 64 85 108 220 

84 60 40 8 
1/10 

76.84/3^
1819

+
=

t
r  42 60 81 180 

110 80 55 10 
1/30 

22.104/3^
2542
+

=
t

r 55 80 109 250 

123 90 62 12 
1/50 

34.114/3^
2961
+

=
t

r 61 90 124 290 

143 105 73 14 

⑩ 
吉田川 

1/100 
55.114/3^

3476
+

=
t

r 71 105 145 340 

74 55 38 8 
1/10 95.11t^3/4

1843r
+

=  
37 55 76 180 

110 85 61 13 
1/30 48.164/3^

3233
+

=
t

r
55 85 123 310 

118 95 72 17 
1/50 60.234/3^

4290
+

=
t

r
59 95 143 400 

138 115 90 23 

⑪ 
七北田川・砂

押川等 

1/100 
06.304/3^

5936
+

=
t

r 69 115 179 540 

76 55 37 7 
1/10 

79.94/3^
1724
+

=
t

r  
38 55 75 170 

106 75 50 9 
1/30 

00.84/3^
2217
+

=
t

r  53 75 100 220 

121 85 57 10 
1/50 

09.84/3^
2520
+

=
t

r  
60 85 114 250 

145 100 66 12 

⑫ 
広瀬川 
 

1/100 
48.64/3^

2804
+

=
t

r  73 100 131 280 
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表３－１－３（4） 砂防設計降雨強度一覧 
降雨継続時間（min） ブロック名 確立 降雨強度式 

30 60 120 1440 
82 60 41 8 

1/10 
71.104/3^

1936
+

=
t

r  41 60 82 190 

112 85 61 13 
1/30 

03.154/3^
3110
+

=
t

r  56 85 121 300 

122 95 69 15 
1/50 

23.184/3^
3780
+

=
t

r  61 95 139 360 

138 110 82 19 

⑬ 
名取川 
 

1/100 
05.224/3^

4797
+

=
t

r 69 110 165 450 

84 60 40 8 
1/10 

76.84/3^
1819

+
=

t
r  42 60 81 180 

107 80 56 11 
1/30 

17.134/3^
2778
+

=
t

r  53 80 112 270 

119 90 64 13 
1/50 

01.144/3^
3201
+

=
t

r  60 90 127 310 

137 105 76 16 

⑭ 
阿武隈川 
 

1/100 
11.164/3^

3955
+

=
t

r 68 105 151 380 

84 60 40 8 
1/10 76.8t^3/4

1819r
+

=  
42 60 81 180 

110 80 55 10 
1/30 22.104/3^

2542
+

=
t

r
55 80 109 250 

124 90 61 12 
1/50 06.104/3^

2846
+

=
t

r  
62 90 123 280 

145 105 72 14 

⑮ 
白石川中下

流 
 

1/100 
42.104/3^

3358
+

=
t

r  72 105 144 330 

81 55 36 6 
1/10 

65.54/3^
1496
+

=
t

r  
41 55 71 150 

103 70 45 8 
1/30 

51.54/3^
1895

+
=

t
r  52 70 91 190 

120 80 51 9 
1/50 

50.44/3^
2085
+

=
t

r  
60 80 102 210 

134 90 58 10 

⑯ 
白石川上流 

1/100 
97.44/3^

2388
+

=
t

r  67 90 116 240 
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第４節 流域面積 

合理式において用いる流域面積の決定にあたっては，流域界，および排水路系統等を十分調査しなけ

ればならない． 
解 説 

 流域面積の決定にあたっては，分水嶺，道路，鉄道等の構造物により流域界，下水路網，農業用排水

路系統を十分調査しておくものとする．特に排水路系統を十分調査しておくものとし，一般には 1/2,500

地形図等より求めるものとする．なお，1/2,500 地形図がない場合においては，可能な限り大縮尺の地

形図を用いるものとする． 
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第４章 基本的検討事項 
第１節 環境への配慮 

砂防事業は，計画対象流域およびその周辺の自然環境や景観および渓流の利用に配慮することを前提

とする． 
解 説 

１ 砂防事業において，公共工事についても設計から工事まで一貫して環境配慮に取り組む，とい

う趣旨を踏まえ，事業の実施にあたっては，土砂災害防止とあわせて，渓流の生態系，景観など

自然環境の保全に努めるものとする． 
２ 環境・景観について事前に調査した上で事業を実施する．また，工事中，工事後についても必

要に応じ調査を実施する．  
３ 渓流環境調査において貴重な動植物などが確認された場合は，必要に応じより詳細な調査を実

施する．貴重な動植物は，宮城県のレッドリストを参照すること． 
 

１.１ 環境への配慮の基本 
砂防施設計画の段階から工事終了後を通じて，環境への配慮を行う． 

解 説 
 環境への主な配慮の対象は，生態系，景観，渓流利用に関する事項である．砂防施設のこれらの事項

に対する主な影響は多岐にわたる． 
 砂防事業に際しては，以下のミティゲーションの考え方を適用し，環境への配慮に当たる．  
回 避：砂防堰堤，床固工，護岸等を設置しないで，下流に導流堤や遊砂地を設ける． 
最小化：砂防堰堤，床固工，護岸等の規模(大きさ，影響範囲)を抑える．透水性の高い材料を用いる． 
代 償：瀬淵や魚類の産卵床，特殊な生物の生息場を別に創造する． 
修復，回復：工事によって改変した地形等を工事前の状況に復旧する． 
１ 回避，最小化については以下の事項に配慮する． 

(1) 構造物の配置，規模を極力抑えるものとする． 
(2) 透過型砂防堰堤，多孔質な施設構造の採用など，より影響の少ない施設を採用する． 
(3) 横断形状を全て標準断面のように画一的に固定するのでなく，ある程度は変動するような余裕を

確保する． 
(4) 背後地の状況等を勘案して洪水流や土砂の滞留区間を設定できる場合には，渓畔林を含めてその

空間を積極的に取り込むなど現況の渓流の平面，縦断，横断形状を尊重しながら，渓流空間の持つ

バッファゾーン的な機能を有効に活用して土砂処理を行い，環境への影響を最小限にとどめる． 
(5)数年や数十年に一度起こり得るような発生頻度の高い自然攪乱を抑制しすぎないように配慮する． 

２ 代償については以下の事項に配慮する． 
(1) 砂防設備の整備によって失われる環境（魚類の産卵床，瀬淵，特殊な生物の生息場，渓畔林等）

を別に確保する． 
３ 修復，回復については以下の事項に配慮する． 
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(1) 施工等によって地形を改変した場合には，復元レベルを明確にして，このレベルに達するように

環境設定を復元する． 
なお，環境に配慮した施策としては，廃材利用等の徹底による環境対策やリサイクルも考えられる．  

  
１.２ 生態系への配慮 

砂防設備の計画にあたっては，対象地域の状況より，適切な生態系への配慮を行うものとする． 
解 説 
健全な渓流の生態系を維持していくためには，渓流の物質運搬，流路変動等の攪乱を受ける不安定な

立地，魚類等の生育空間を極力損なわないようにしなければならない．また，渓畔林の保全も渓流空間

の多様な生態系を保全するために必要である．計画にあたっては，健全な渓流の生態系を持つ渓流空間

の確保を図るため，渓流の縦断方向，横断方向にわたって，砂防施設計画全体を見据えた環境への配慮

が必要である． 
また，瀬と淵が連続するような多様性のある渓流は，自然に近い貯留遊水機能を持ち，洪水を減勢さ

せるなど，治水上も有利であり，瀬や落差工による曝気，淵部分における沈殿，植物や小動物，微生物

による摂取や消化分解などで，渓流の自浄作用も期待でき，水質保全にも有効である．このことは，景

観面や渓流利用面でも有効に機能するものと考えられる． 
１ 縦断方向の配慮 
 生態系の保全には，本来あった，渓流の縦断方向の連続性，「瀬と淵」に代表される渓床の多様性，

流路変動等の攪乱を受ける不安定な立地等の確保が必要である． 
 渓流の縦断方向の対応としては，次のような方法が考えられるが，防災対策を基本におきつつ，渓流

および渓流空間の状況を考慮して，適切な配慮を行わなければならない． 
(1) 砂防堰堤 
 砂防堰堤に関しては，その位置，規模による生態への影響等の検討を行い，その是非を判断するこ

とが必要である．工法からの対応としては，透過型砂防堰堤の採用，魚道の設置が考えられる． 
(2) 床固工 
 床固工に関しては，砂防堰堤に準じた対応が考えられる．床固工に切りかきを設けることも考えら

れる． 
(3) 護岸工 
流路変動等の攪乱を受ける不安定な立地等の確保のため，護岸の配置の工夫，河床変動を許容した

根入れ等の方策が考えられる． 
(4) 渓流保全工 
 渓流保全工に関しては，床固工，護岸工での対応および，渓流の多様性を確保するための瀬淵の保

全，流路変動等の攪乱を受ける不安定な立地等の確保が求められる．これに関しては，治水上支障が

ない限り河床変動を許容すること，床固工の配置，形状の工夫等が考えられる． 
２ 横断方向の配慮 
 生態系の保全には，本来あった，渓流の横断方向の連続性，水際の多孔質な空間，流路変動等の攪乱

を受ける不安定な立地等の確保が必要である． 
 渓流の横断方向の対応としては，次のような方法が考えられるが，防災対策を基本におきつつ，渓流
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および渓流空間の状況を考慮して，適切な配慮を行わなければならない． 
(1) 砂防堰堤 
縦断方向の配慮と同様，その位置，規模に関して生態への影響等の検討を行い，その是非を判断す

ることが必要である．ほ乳類等の移動路の確保が必要な場合もある． 
(2) 床固工 

  床固工に関しては，砂防堰堤に準じた対応が考えられる． 
(3) 護岸工 
流路変動等の攪乱を受ける不安定な立地等の確保のため，護岸の配置の工夫，河床変動を許容した

根入れが考えられ，連続性の確保のためには護岸のり勾配の緩傾斜化，多孔質な護岸材料の採用，隠

し護岸の採用等の対応が考えられる． 
(4) 渓流保全工 
適切な護岸の配置等の方策が考えられる． 

３ 渓畔林の保全 
 渓畔林を保全する方法としては，施設計画の平面計画を工夫し，伐採を避けることなどが挙げられる． 
 なお，日常的な水や土砂による攪乱を過度に防止することは渓畔林の遷移を阻害するため，渓畔林の

生育にとっては有効とは言えないとされている．渓畔林の維持にこだわるあまり，過度な日常的な水や

土砂による攪乱を防止しないようにする配慮も必要である． 
 また，渓畔林の流木化やそれにともなう災害が予想される場合には，流木対策等の対策も検討する． 
 

１.３ 景観，渓流利用への配慮 
砂防設備の計画にあたっては，周辺の状況に応じて，景観，渓流利用への配慮を行うものとする． 

解 説 
１ 景観への配慮 

景観への配慮は，人の目にふれるかふれないか等の砂防施設の現況・将来での視点場の状況，現況・

将来での渓流利用状況等により必要に応じて実施する． 
景観への配慮には，「自然にとけ込むものを作る」「見る価値のあるものを作る」という２つの考え方

があり，修景の目的を明らかにした上で様々な方法を選択しなければならない． 
２ 渓流利用への配慮 
 渓流の現況，周辺関連計画との整合等を考慮して，対象渓流と人とのかかわりを考え，必要に応じて

渓流利用への配慮を行う． 
 渓流利用への配慮としては，親水性の確保や高水敷を平常時の利用空間として活用することも考えら

れる． 
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